
農委広報　もっしぇのー （8）

　荒廃した耕作放棄地を引き受け、農地を再生する農業者・農業者等の組織する団体等が行う
再生作業や土づくり、作物の作付、加工・販売の試行、必要な施設の整備等の取組を総合的に
支援します。

１．支援内容
（１）再生作業（障害物除去等及び土づくり）を一体的に支援
　① 定額支援……［5万円 /10a］※中心経営体に集約化する場合は 6万円 /10a
　② 定率支援……［総事業費の 1/2 以内］※重機を用いて行う場合
※市の補助金（国庫補助金の 1/2 以内）が加算できる場合があります。
（２）土づくり（（1）の再生作業とは別に、特に必要な場合）……［2.5 万円 /10a］
（３）営農定着（再生農地への作物作付）……［2.5 万円 /10a］
（４）施設等補完整備（農道、用排水施設等の整備）……［1/2 以内］
（５）実証ほ場の設置・運営、試験販売等……［定額］

２．前提条件
（１） 農地の貸借等契約により、土地所有者に代わり再生作業を行い、５年間以上耕作することが見

込まれること。
（２）再生作業を行うに当たって、再生費用が 10万円 /10a 以上必要とする耕作放棄地であること。
（３）農振農用地区域内の農地であること。

◆詳しい内容等については、農業委員会事務局または各分室にお問い合わせください。

全国農業新聞を全国農業新聞を
購読しませんか購読しませんか

暮らしと経営に役立つ農業情報を週
一回お届けします。

購読料 １ヶ月700円（税込）
◎購読のお申し込みは農業委員会事務局
　または各分室へ
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①農業に従事されている方は誰でも加入OK！
②少子・高齢化時代に強い積立方式の年金！
③終身年金で80歳までの保証つき！
④支払った保険料は全額社会保険料控除！
⑤手厚い政策支援、保険料に国庫補助も！
⑥保険料の額は範囲内（※）で自由に設定！
　（※月額２万円～６万７千円）
～農業者の方なら広くご加入いただけます～
◎ ＪＡ各支所、農業委員会事務局または各分
室へご相談ください。
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『荒れている農地を活き還らせよう !!』『荒れている農地を活き還らせよう !!』
～耕作放棄地再生利用緊急対策交付金をご活用ください～～耕作放棄地再生利用緊急対策交付金をご活用ください～
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農業者年金に加入しませんか農業者年金に加入しませんか

○鶴岡分室　25-2111（代表）　○櫛引分室　57-2114　○羽黒分室　62-2111（代表）
○朝日分室　53-2111（代表）　○温海分室　43-4616

鶴岡市農業委員会事務局
〒999-7696 鶴岡市藤島字笹花25(藤島庁舎内)　☎64-5868 (直) FAX.64-5846
http://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/nougyouiinaki/index.html


